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平成２０年第２回邑南町議会臨時会（第１日）会議録

１．招集月日 平成２０年 ２ 月１２日 告示

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 平成２０年 ２ 月１８日（月） 午後 ３ 時０４分

閉会 午後 ３ 時１１分

４．応招議員

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 田 中 雅 文 ２番 辰 田 直 久 ３番 （欠員） ５番 池 田 宗 雄

６番 松 本 正 ７番 森 口 美 光 ８番 岸 博 道 ９番 亀 山 和 巳

１０番 日 高 學 １１番 石 橋 純 二 １２番 高 本 勝 藏 １３番 藤 原 光 三

１４番 日 高 亘 １５番 山 中 康 樹 １６番 長谷川 敏郎 １７番 桑 野 剛 司

１８番 日 高 勝 明 １９番 三 上 徹

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １７名

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 田 中 雅 文 ２番 辰 田 直 久 ５番 池 田 宗 雄 ６番 松 本 正

７番 森 口 美 光 ８番 岸 博 道 ９番 亀 山 和 巳 １０番 日 高 學

１１番 石 橋 純 二 １２番 高 本 勝 藏 １３番 藤 原 光 三 １４番 日 高 亘

１５番 山 中 康 樹 １６番 長谷川 敏郎 １７番 桑 野 剛 司 １８番 日 高 勝 明

１９番 三 上 徹

７．欠席議員 なし

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

８．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 石 橋 良 治 副町長 山 本 忠 徳 教育長 南 原 愼 人

総務課長 日 高 禎 治 定住企画課長 大 田 文 夫 財政課長 桑 野 修

小 林 雅 博 町民課主査 田 中 節 也 福祉課長 三 上 洋 司情報推進課長補佐

農林振興課長 荒 河 勝 洋 建設課長 洲 濱 芳 文 水道課長 秋 田 勝 秀

保健課長補佐 大 矢 輝 美 学校教育課長 日野原 利郎 生涯学習課長 平 川 進

瑞穂支所長 松 川 好 史 羽須美支所長 三 上 喬

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 屋 原 進 事務局主任主事 本 多 真由美

１０．町長提出議案の題目 別紙のとおり

１１．会議録署名議員の氏名

議席 氏 名 議席 氏 名

１４番 日 高 亘 １５番 山 中 康 樹

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。
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平成２０年第２回邑南町議会臨時会議事日程

平成２０年２月１８日（月）午後３時００分開議

開会、開議宣告

議事日程の報告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決

議案第２号 邑南町若者定住促進住宅管理条例の一部改正について

平成２０年第２回邑南町議会臨時会会議録

平成２０年２月１８日（火）

―― 午後３時０４分 開会 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

開会宣告

定足数に達しておりますので、ただ今から、平成２０年第２回、邑南町議会、●三上議長（三上徹）

臨時会を開会いたします。これより、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手

元に配布したとおりであります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１４番、日高亘議員、１５番●三上議長（三上徹）

山中議員、お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第２ 会期の決定

日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたします。本臨時会の●三上議長（三上徹）

会期は、本日２月１８日の１日限りと、いたしたいと思います。これにご異議はございませんでし

ょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。よって、会期は、本日２月１８日の１日限りと決定をい●三上議長（三上徹）

たしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第３、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。議案第２号、邑●三上議長（三上徹）

南町若者定住促進住宅管理条例の一部改正についてを議題といたします。執行部から提案理由の説

明を求めます。

番外。●石橋町長（石橋良治）
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番外、村長、町長。●三上議長（三上徹）

本日提案いたします議案は、邑南町若者定住促進住宅管理条例の一部改正に●石橋町長（石橋良治）

ついて１件でございます。それでは議案第２号邑南町若者定住促進住宅管理条例の一部改正につい

ての提案理由をご説明申しあげます。本議案は邑南町日貫に建設中の住宅２戸が、まもなく完成す

、 。ることにともない 邑南町若者定住促進住宅管理条例に日貫団地２戸を追加するものでございます

ご審議のほどよろしくお願いいたします。詳細につきましては建設課長から説明させますのでよろ

しくお願いいたします。

番外。●洲濱建設課長（洲濱芳文）

建設課長。●三上議長（三上徹）

邑南町若者定住促進住宅の管理条例の一部改正でございますけども、先●洲濱建設課長（洲濱芳文）

ほど町長申しあげましたように、この住宅は昨年１０月でございますけども発注いたしまして現在

建築中でございまして、３月の中旬には引き取れる状況になっておるとこでございます。まあ、そ

ういうことで日貫住宅の、が１棟２戸が今回新築となるわけでございまして、現在若者定住促進住

宅として最後に、平成１７年度の、に建てました立町団地がございます。まあ、そのした、下に２

ページの方、目の方にございますように日貫団地といたしまして、邑南町日貫３０５６番地３。平

成１９年度建築の木造２階建てでございます。７６．６平米、３ＤＫと。１棟２戸の使用料でござ

いますけれども月額４万２千円と定めたいものでございます。この４万２千円と出しました根拠等

いろいろございますけども、そのたち、建っておりますところの固定資産税の評価額、まあ、これ

は邑南町にございます町営住宅の平均値よりも、その現、現在建設しておるところが高いか安いか

というところで加算あるいは減算ということもしておりますし、また利用、利便性につきましては

水洗トイレがあるとかあるいは給湯、これが風呂だけでなく洗面所等も、にもですね給湯が有るか

ということ、または物置あるいは、まあ、自転車置というような建物でございますけども、まあ、

それが付いておるか、さらには電化、オール電化というのを現在はやっておるところでございまし

て、オール電化になっておれば、まあ、加算するというようなことを、いろいろ総合的に加味いた

。 、しまして４万２千円というものを定めるわけでございます これの月額４万２千円と定めまして本

この条例がですね可決していただけますならば募集を２週間程度いたします。そして応募者沢山の

場合は抽選ということになるわけでございますけども、これに入居していただく条件といたしまし

ては４５歳以下の方で、且つ５年以上住んでいただくと、さらには同居または同居しようとする親

、 、 。 、 、族がいらっしゃる方ということで まあ 非常に条件はございますけども それともう一つ まあ

町内に住所を登録していただくと、して生活の本拠地としていただくという方を募集するわけでご

ざいます。まあ、先ほど申しあげましたように２週間程度の募集をいたしましてちゅう、多いかっ

た場合抽選をいたしまして、そして、まあ、保証人等を取っていただきまして入居していただくと

いうことになりますと、２週２０日最低２０日は必要でございます。まあ、日貫住宅につきまして

は４月１日供用開始を思っております。従いまして本日これを条例を可決していただきますと、早

速募集に入りまして４月１日から入居していただこうというものでございましてどうかよろしくお

願いいたします。

以上で、執行部からの提案理由の説明を終わります。これより、質疑に入りま●三上議長（三上徹）

す。議案第２号に対する質疑を許します。質疑はございますでしょうか。

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、議案第２号に対する質疑を終わります。以上で、●三上議長（三上徹）
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。 、 、 。 。議案の質疑を終わります これより 討論 採決に入ります 議案第２号に対する討論に入ります

反対討論ございますでしょうか。

（ なし」の声あり）「

賛成討論ございますでしょうか。●三上議長（三上徹）

（ なし」の声あり）「

無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。議案●三上議長（三上徹）

第２号に賛成の方の挙手を求めます。

（全員賛成）

はい、ありがとうございます。全員賛成。よって、議案第２号、邑南町若者定●三上議長（三上徹）

住促進住宅管理条例の一部改正につきましては、原案のとおり決定をいたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

閉会宣告

以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了いたしましたので、こ●三上議長（三上徹）

れをもって本臨時会を閉会といたしたいと思います。これにご異議はございませんでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。よって、本臨時会、臨時会を閉会することに決定をいた●三上議長（三上徹）

しました。これをもちまして平成２０年第２回邑南町議会臨時会を閉会といたします。大変、ご苦労

様でございました。

―― 午後 ３ 時１１分 閉会 ――


